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5.出力帳票 

PROSRV on Cloudからお客様が設計することなく出力できる帳票です。 

5.1. 『人事』メニューより出力 

5.1.1. ｢組織図｣ 

『人事管理』⇒『人事』 ｢帳票出力指示｣ 

 
①｢選択｣組織図を押下します。 

②作成したい｢基準年月日｣を入力します。 

 ｢社員情報｣を｢非表示｣にすると、従業員の情報は表示されず、人数のみが表示されます。 

 ｢退職者｣を含めたい場合は、｢表示｣を選択します。 

③所属コ－ドごとに集計されますが、さらに各所属コード内での従業員の表示順を指定することも

できます。 

④｢作成｣ボタンを押下します。 

 

 

  

④ 

 

 

 

 

 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 
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『人事管理』⇒『人事』 ｢帳票ダウンロード｣ 

 

＜｢組織図｣一部例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省略 

※ 
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※「所属」について 

＜上位組織不明情報＞ 

  階層は設定されているが、第一階層に結びつかない所属（上位組織を設定していない第二 

階層）と、その所属を上位組織とする所属が表示されています。 

 

＜階層未指定＞ 

「階層レベル」を設定していない場合、表示されています。 

 

「第一階層」「第二階層」「第三階層」 

  「所属マスタ」で登録した「階層レベル」で表示されています。 

 

『人事管理』⇒『人事』 ｢所属マスタ｣ 
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5.1.2. ｢人員集計表｣ 

『人事管理』⇒『人事』 ｢帳票出力指示｣ 

 

①｢選択｣人員集計表を押下します。 

②｢集計元｣を所属ごとに集計したい場合は｢所属別｣、役職ごとに集計したい場合は｢役職別｣を選

択します。 

作成したい｢基準年月日｣を入力します。  

｢退職者｣を含めたい場合は、｢表示｣を選択します。 

③｢作成｣ボタンを押下します。 

 

『人事管理』⇒『人事』 ｢帳票出力ダウンロード｣ 

 

  

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 
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＜｢人員集計表｣例＞ 
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5.2. 『外部出力』メニューより出力 

5.2.1. ｢労働保険 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表｣ 

     ｢概算・確定保険料・一般拠出金申告書｣作成時の参考資料としてご利用ください。 

     対象期間の本処理（給与・賞与）が終わっている必要があります。 

     休職者（支給なし）も人数に含まれますが、退職者は人数、対象金額ともに含まれません。 

『その他』⇒『外部出力』 「帳票出力指示」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①｢選択｣労働保険 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表を押下します。 

②｢集計期間｣に年と、｢４月～翌年３月｣か｢５月～翌年４月｣のいずれかを選択します。 

  ｢会社－社保コ－ド｣を選択すると、自動で｢事業所情報｣が表示されます。 

③｢作成｣ボタンを押下します。  

① 

② 

③ 
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『その他』⇒『外部出力』 「帳票ダウンロード」 

 

①②｢労働保険 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表｣の詳細です。 

②｢労働保険 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表｣です。｢概算・確定保険料・一般拠

出金申告書｣作成するための参考資料にしてください。 

＜②｢労働保険 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表｣例＞ 

 

｢労働保険 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表｣の集計対象者 

・労災保険および一般拠出金 

｢１．常用労働者｣ 

   ｢雇用形態｣＝｢０：正社員｣｢２：契約社員｣｢５：嘱託｣｢９：その他｣ の方 

または 

   ｢雇用形態｣＝｢３：アルバイト｣｢４：パ－ト｣かつ｢雇用保険徴収区分｣≠｢０：徴収しない｣の方 

｢２．役員での労働者扱いの人｣ 

   ｢雇用形態｣＝｢１：役員｣の人 

｢３．臨時労働者｣ 

    ｢雇用形態｣＝｢３：アルバイト｣｢４：パ－ト｣ かつ ｢雇用保険徴収区分｣＝｢０：徴収しない｣ の

方 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

１    ２    ３         ４    ５ 
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・雇用保険 

｢５．常用労働者、パ－ト、アルバイトで雇用保険の資格のある人（日雇労働被保険者に支払った

賃金を含む）｣ 

   ｢雇用形態｣≠｢１：役員｣の方 

｢６．役員で雇用保険の資格のある人（実質的な役員報酬分を除きます）｣ 

   ｢雇用形態｣＝｢１：役員｣の方 

 

 

 

（参考） 

『給与計算』⇒『給与』 ｢給与基本情報｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


